
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
一
部
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

号
外
第
五
十
五
号

水　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
支
部名

　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
党
山
梨
県
総
支
部
連
合
会

渡
　
辺
　
秀
　
央

大
　
森
　
哲
　
男

甲
府
市
幸
町
六
│
一
三

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
六
日

十
月
七
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

「
井
上
幸
彦
さ
ん
と
と
も
に
山
梨
を

前
　
原
　
　
　
昇

佐
々
木
　
高
　
仁

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
一
一
九
五
│
六
七

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

変
え
る
市
民
の
会
」（
幸
友
会
）

九
月
一
日

九
月
六
日

い
さ
わ
会

馬
　
場
　
礼
　
之

海
　
野
　
み
や
子

東
八
代
郡
石
和
町
市
部
四
七
七
│
四

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
六
日

十
月
七
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

二

小
田
切
吉
弘
を
支
援
す
る「
吉
水
会
」

小
田
切
　
吉
　
弘

窪
　
田
　
圭
　
伍

中
巨
摩
郡
敷
島
町
中
下
条
一
六
一
六

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
一
日

十
月
一
日

創
世
山
梨
ジ
ョ
イ

高
　
谷
　
　
　
東

古
　
屋
　
浩
　
之

甲
府
市
中
小
河
原
一
│
一
五
│
一
〇

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

九
月
十
四
日

十
月
十
一
日

谷
垣
き
い
ち
後
援
会

谷
　
垣
　
喜
　
一

谷
　
垣
　
喜
　
一

都
留
市
四
日
市
場
三
五
九
│
五
五

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
十
日

十
月
十
一
日

山
梨
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
す
る
会

小
宮
山
　
光
　
彦

上
　
野
　
政
　
巳

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
一
五
│
一
三

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
十
四
日

十
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

剛
友
会

有
泉
　
左
内

川
　
口
　
洋
　
一

甲
府
市
古
府
中
町
九
五
七

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

深
沢
　
　
泉

中
　
込
　
一
　
善

甲
府
市
西
田
町
五
│
四
三
│
一

九
月
二
日

九
月
九
日

新

川
名
正
剛
の
西
田
町
後
援
会
　

甲
府
市
古
府
中
町
九
五
七

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

甲
府
市
西
田
町
五
│
四
三
│
一

九
月
二
日

九
月
九
日

新

自
由
民
主
党
秋
山
村
支
部

井
　
上
　
明
　
治

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

安
　
留
　
次
　
男

九
月
五
日

九
月
十
七
日

新

光
21

土
　
屋
　
芳
　
明

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

渡
　
辺
　
明
　
秀

九
月
十
一
日

九
月
十
八
日

新

山
下
政
樹
後
援
会
政
山
会

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

山
下
政
樹
後
援
会

九
月
十
九
日

九
月
二
十
日

新

自
由
民
主
党
芦
川
村
支
部

野
沢
　
一
男

東
八
代
郡
芦
川
村
中
芦
川
四
〇
〇

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

宮
川
　
正
夫

東
八
代
郡
芦
川
村
鶯
宿
四
一
八

九
月
二
十
四
日

九
月
二
十
五
日

新

剛
友
会

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
一
二
九

平
成
十
三
年

平
成
十
四
年

旧

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
三
一

九
月
二
十
八
日

十
月
一
日

新

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県

中
尾
　
　
守

宮
　
阪
　
兼
　
夫

平
成
十
二
年

平
成
十
四
年

支
部

旧

深
沢
　
米
雄

中
　
尾
　
　
　
守

十
月
十
一
日

十
月
十
六
日

新

山
梨
の
流
れ
を
変
え
る
会（
幸

甲
府
市
丸
の
内
三
│
三
タ
チ
バ
ナ
ビ
ル
二
Ｆ

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

友
会
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

三

十
月
十
五
日

十
月
十
七
日

「
井
上
幸
彦
さ
ん
と
と
も
に
山
梨

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
一
一
九
五
│
六
七

旧

を
変
え
る
市
民
の
会
」（
幸
友
会
）

新

山
梨
の
流
れ
を
変
え
る
会（
幸

甲
府
市
丸
の
内
三
│
三
タ
チ
バ
ナ
ビ
ル
二
Ｆ

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

友
会
）

旧

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
一
一
九
五
│
六
七

十
月
十
七
日

十
月
十
七
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

田
富
町
の
流
れ
を
変
え
る
会

山
　
本
　
国
　
臣

大
　
森
　
松
　
男

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
二
六
二
八
│
一

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

七
月
三
十
一
日

八
月
一
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選

保
　
坂
　
　
　
司

山
　
下
　
健
　
市

甲
府
市
古
府
中
町
一
五
二
五

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

挙
区
第
三
支
部

八
月
三
十
一
日

九
月
二
日

明
日
の
山
梨
を
拓
く
建
友
会

一
　
瀬
　
金
　
造

一
　
瀬
　
金
　
造

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
五
二
四

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

九
月
十
日

九
月
十
日

天
野
建
と
共
に
歩
む
甲
斐
の
会

佐
　
野
　
　
　
猛

内
　
田
　
　
　
健

甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
二
六
番
五
号

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
九
日

十
月
九
日

賢
友
会

古
　
屋
　
太
　
郎

中
　
川
　
雅
　
男

甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
二
六
番
五
号

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
九
日

十
月
九
日

天
野
建
知
事
選
出
馬
要
請
連
絡

内
　
田
　
　
　
健

渡
　
辺
　
政
之
助

東
八
代
郡
石
和
町
八
田
三
三
〇
番
地
一
三

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

協
議
会

十
月
九
日

十
月
九
日

第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

名
　
　
　
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

小
田
切
　
吉
　
弘

敷
島
町
長

小
田
切
吉
弘
を
支
援
す
る

中
巨
摩
郡
敷
島
町
中
下
条
一
六
一
六

小
田
切
　
吉
　
弘

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

「
吉
水
会
」

十
月
一
日

十
月
一
日

谷
　
垣
　
喜
　
一

都
留
市
議
会
議
員

谷
垣
き
い
ち
後
援
会

都
留
市
四
日
市
場
三
五
九
│
五
五

谷
　
垣
　
喜
　
一

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
十
日

十
月
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第

一
項
第
三
号
の
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

の
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

名
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

指
定
選
挙
管
理
委
員
会

敷
島
町
民
体
育
館
　
　
　
中
巨
摩
郡
敷
島
町
島
上
条
二
、
二
九

敷
島
町
選
挙
管
理
委
員
会

四
番
地



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

玉
穂
町
生
涯
学
習
館

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
一
番
地
一

玉
穂
町
選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
山
梨
県
支
部
連
合
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日
山
梨

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

自
由
民
主
党
山
梨
県
支
部
連
合
会
の
う
ち
２
中
、「
ａ
　
個
人
か
ら
の
寄
付
　
１
７，

６
４
０，

０

０
０
円
」
を
「
ａ
　
２
２，

４
１
２，

０
０
０
円
」
に
、「
ｂ
・
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
　

３
０，

６
８
２，

０
０
０
」
を
「
ｂ
　
２
５，

９
１
０，

０
０
０
円
」
に
改
め
、﹇
寄
附
の
内
訳
﹈
ア

個
人
か
ら
の
寄
附
中
「
森
屋
宏
　
２
４
０，

０
０
０
円
　
都
留
市
」
の
次
に
　
長
田
達
樹
　
４，

７

７
２，

０
０
０
円
　
甲
府
市
」
を
加
え
、「
小
計
　
１
７，

６
４
０，

０
０
０
円
」
を
「
小
計
　
２
２，

４
１
２，

０
０
０
円
」
に
改
め
、
イ
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
中
「
長
田
組
土
木
㈱
　
４，

７

７
２，

０
０
０
円
　
甲
府
市
」
を
削
り
、「
小
計
　
３
０，

６
８
２，

０
０
０
円
」
を
「
小
計
　
２
５，

９
１
０，

０
０
０
円
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
五
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
二
十
三
日

四

ａ
　
個
人
か
ら
の
寄
付
　
１
７
，
６
４
０
，
０

０
０
円
　
　
　
ａ
　
２
２
，
４
１
２
，
０
０
０
円
　
　
　
　
ｂ
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
　

３
０
，
６
８
２
，
０
０
０
　
　
　
ｂ
　
２
５
，
９
１
０
，
０
０
０
円
　

森
屋
宏
　
２
４
０
，
０
０
０
円
　
都
留
市
　
　
　

「
長
田
達
樹
４
，
７
７

２
，
０
０
０
円
　
甲
府
市
　
　
　
　
　
　
小
計
　
１
７
，
６
４
０
，
０
０
０
円
　
　
　
小
計
　
２
２
，

４
１
２
，
０
０
０
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
田
組
土
木
㈱
　
４
，
７

７
２
，
０
０
０
円
　
甲
府
市
　
　
　
　
　
　
小
計
　
３
０
，
６
８
２
，
０
０
０
円
　
　
　
小
計
　
２
５
，

９
１
０
，
０
０
０
円
　


